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(57)【要約】
　本発明によって提供される埋設電流搬送導体を検出す
るための検出器(1)用のラジオモード選択ブロック(41)
は、検出器(1)の検出帯域幅を標的の超低周波(VLF)の周
波数帯域に心合わせするための複数のビート周波数発振
器(53)を具備している。ビート周波数発振器の周波数は
、多くの国において使用されるVLF周波数帯域内にある
ように選択されるので、局域的に構成することなくこれ
らの国々で検出器(1)をラジオモードで使用可能である
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　埋設電流搬送導体からの超低周波の磁気放射を電磁界強度信号へと変換するための磁気
センサ3，5と、前記電磁界強度信号をデジタル化するためのアナログデジタル変換器と、
を具備する、前記磁気放射を検出するための検出器1用のラジオモード選択ブロック41で
あって、
　前記検出器の前記電磁界強度信号の検出帯域幅を標的の超低周波の周波数帯域に心合わ
せするための複数のビート周波数発振器53と、
　前記ビート周波数発振器の出力を加算するための加算手段と、
　前記加算手段の出力を前記デジタル化信号で乗算するための乗算手段と、を具備するこ
とを特徴とするラジオモード選択ブロック。
【請求項２】
　第1のビート周波数発振器が、17536Hzと20992Hzとの間の周波数で振動し、
　第2のビート周波数発振器が、20992Hzと24448Hzとの間の周波数で振動することを特徴
とする請求項1に記載のラジオモード選択ブロック。
【請求項３】
　前記第1のビート周波数発振器が、18400Hzと20128Hzとの間の周波数で振動し、
　前記第2のビート周波数発振器が、21856Hzと23584Hzとの間の周波数で振動することを
特徴とする請求項2に記載のラジオモード選択ブロック。
【請求項４】
　前記第1のビート周波数発振器が、19264Hzの周波数で振動し、
　前記第2のビート周波数発振器が、22720Hzの周波数で振動することを特徴とする請求項
3に記載のラジオモード選択ブロック。
【請求項５】
　第3のビート周波数発振器が、24700Hzで振動することを特徴とする請求項2に記載のラ
ジオモード選択ブロック。
【請求項６】
　埋設電流搬送導体を検出するための検出器1であって、
　前記導体からの磁気放射を電磁界強度信号に変換するための磁気センサ3，5と、
　前記電磁界強度信号をデジタル化するためのアナログデジタル変換器と、
　前記検出器の前記電磁界強度信号を処理するように構成された、請求項1に記載のラジ
オモード選択ブロック41と、を具備することを特徴とする検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋設電流搬送導体を検出するための検出器用のラジオモード選択ブロックに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気ケーブル、光ファイバケーブルまたはその他の設備ダクトもしくはパイプが埋設さ
れている場所での発掘またはその他の作業を開始する前に、このような埋設ケーブルまた
はパイプが作業中に損傷されないことを確実にするため、これらの位置を判定することが
重要である。埋設されたケーブルまたはパイプの経路を追跡可能であることも有用である
。電流搬送導体は電気アンテナによって検出可能な電磁放射線を放射する。光ファイバケ
ーブルまたは非金属の設備ダクトまたはパイプに小型の電気トレーサラインが取り付けら
れれば、トレーサラインに交流電流を誘導させることができ、トレーサラインは電磁放射
線を放射する。交流電流を搬送する導体によって放射される電磁界を検出するために検出
器を使用することが公知である。
【０００３】
　このような検出器の一種は、3つのモードのうちの1つで動作する。これらのモードは受
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動モードまたは能動モードのいずれかに分類され、受動モードは「パワー」モードおよび
「ラジオ」モードである。各モードは独自の検出周波数帯域を有している。
【０００４】
　パワーモードでは、検出器は、50/60HzでAC主電源を搬送する導体によって生成される
磁界、またはAC電力を搬送する近傍のケーブルのために導体から再放射される磁界を、約
3kHzに及ぶより高い調波と共に検出する。ラジオモードでは、検出器は、埋設された導体
によって再放射される超低周波(VLF)の無線電波エネルギーを検出する。原VLF無線信号の
放射源は、民間用および軍用両方の複数のVLF長波送信機である。
【０００５】
　能動モードでは、信号送信機は、既知の周波数および変調の交番磁界を生成し、これが
近傍の埋設導体に電流を誘導する。信号送信機は導体に直接接続されてもよく、直接接続
するためのアクセスが不可能な場合は、信号送信機は埋設導体の近傍に設置され、信号が
導体に誘導されてもよい。埋設導体は信号送信機によって生成された信号を再放射する。
【０００６】
　これらのシステムは広く入手可能であり、Radiodetection社(Radiodetection Ltd)から
以前より「C.A.T」および「Genny」の商標で市販されている。
【特許文献１】国際公開第03/071311号パンフレット
【特許文献２】国際公開第03/069598号パンフレット
【特許文献３】国際公開第03/069769号パンフレット
【特許文献４】英国特許第2400994号明細書
【特許文献５】英国特許第2400674号明細書
【特許文献６】英国特許出願公開第0407372.2号明細書
【特許文献７】米国特許第6777923号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、既存のシステムをさらに向上させ、ユーザーに付加的な機能性と利点とをも
たらす。検出器は、感度、ダイナミックレンジおよび選択性に関して良好な性能を達成す
る。標準的なパラメータは、(1Hzの帯域幅を基準にして)6×10-15テスラの感度、141dB r
ms/√Hzのダイナミックレンジ、および1Hzの遷移域にわたる120dBの減衰を許容する感度
である。検出器は、最大44kHzまでのどの周波数をも受信するようにデジタル式にプログ
ラムされ、規定のあらゆる帯域幅にわたって処理されることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第1の態様によれば、埋設電流搬送導体からの超低周波の磁気放射を電磁界強
度信号へと変換するための磁気センサと、電磁界強度信号をデジタル化するためのアナロ
グデジタル変換器と、を具備する、該磁気放射を検出するための検出器用のラジオモード
選択ブロックであって、検出器の電磁界強度信号の検出帯域幅を標的の超低周波の周波数
帯域に心合わせするための複数のビート周波数発振器と、ビート周波数発振器の出力を加
算するための加算手段と、加算手段の出力を該デジタル化信号で乗算するための乗算手段
と、を具備するラジオモード選択ブロックが提供される。
【０００９】
　好ましくは、第1のビート周波数発振器は、17536Hzと20992Hzとの間の周波数で振動し
、かつ第2のビート周波数発振器は、20992Hzと24448Hzとの間の周波数で振動する。
【００１０】
　好ましくは、第1のビート周波数発振器は、18400Hzと20128Hzとの間の周波数で振動し
、かつ第2のビート周波数発振器は、21856Hzと23584Hzとの間の周波数で振動する。
【００１１】
　好ましくは、第1のビート周波数発振器は、19264Hzの周波数で振動し、かつ第2のビー
ト周波数発振器は、22720Hzの周波数で振動する。
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【００１２】
　好ましくは、第3のビート周波数発振器は、24700Hzで振動する。
【００１３】
　本発明の第2の態様によれば、埋設電流搬送導体を検出するための検出器であって、導
体からの磁気放射を電磁界強度信号に変換するための磁気センサと、電磁界強度信号をデ
ジタル化するためのアナログデジタル変換器と、検出器の電磁界強度信号を処理するよう
に構成された、上記のラジオモード選択ブロックと、を具備する検出器が提供される。
【００１４】
　本発明は、汎用コンピュータでハードウェアまたはソフトウェアのいずれかで実装可能
である。さらに、本発明は、ハードウェアとソフトウェアとの組合せによっても実装可能
である。また、本発明は、単一の処理装置または処理装置の分散型ネットワークによって
も実装可能である。
【００１５】
　この点に関して、本発明の少なくとも1つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は
、以下の記載で開示され、または図面に示される、構造の詳細および部品の構成にその用
途が限定されるものではないことを理解されたい。本発明は、記載の実施形態の他の実施
形態も可能であり、かつ様々な態様で実施および実行可能である。また、本明細書および
要約書で用いられる語句および用語は、説明を目的とし、限定的なものと見なされるべき
ではない。
【００１６】
　したがって、当業者は、この開示が根拠とする概念を、本発明の幾つかの目的を実現す
るためのその他の構造、方法およびシステムを設計するための根拠として容易に利用でき
ることを理解する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　ここで、添付図面を参照して発明の実施形態を例示的に説明する。
【００１８】
　図1を参照すると、検出器1は、オペレータによりハンドルを用いて手動で移動可能に構
成された垂直に保持された細長いハウジング(図示せず)内に、垂直に間隔をおいた2つの
アンテナ、すなわち下部アンテナ3と上部アンテナ5とを具備する。アンテナ3，5は、使用
時に下部アンテナ3が上部アンテナ5の真下にあり、それらの軸が水平であるように、軸平
行かつ間隔をおいて配置される。各アンテナ3，5は、2つの増幅器7のうちのそれぞれ1つ
に送られる電気信号を生成する。増幅器の出力はCODEC11に送られる電磁界強度信号9であ
る。
【００１９】
　各アンテナ3，5はノイズフロアを有している。アンテナ3，5からの各電気信号は、検出
の1つ以上の周波数帯域の帯域幅を基準にしたCODEC11の固有量子化ノイズより上に磁気セ
ンサノイズフロアを上昇させるために、それぞれの増幅器7に送られる。各増幅器7の出力
はCODEC11に送られる。
【００２０】
　使用されるアンテナ3，5は高感度のフェライト巻線である。ホール効果センサまたはフ
ラックスゲート磁気メーターのような他の磁気センサを使用してもよい。
【００２１】
　CODEC11は24ビットのステレオデルタシグマのアナログデジタル変換器(ADC)である。こ
れはオーディオ産業で広く使用されている比較的安価なデバイスである。「RD4000」の商
標で市販されているRadiodetection社の製品では、アンテナとADCとの間に予選択フィル
タリング、多重スイッチ利得段および位相感応型ヘテロダイン回路が使用されている。本
発明は、部品の数を減らすため、アンテナとADCとの間に予選択フィルタリング、多重ス
イッチ利得段または位相感応型ヘテロダイン回路を使用しない。その他の従来技術のケー
ブル検出器では、デバイス計測の絶対的な精度が重要なので、より高性能で、結果的によ
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り高価なADCが使用されている。
【００２２】
　この実施形態で使用されるCODEC11は、±5%の絶対精度を有しているが、CODEC11は使用
される態様のためにこの用途向けの最適なADCになっている。ダイナミックレンジが高い
ので多重利得段の必要がなくなる。高いダイナミックレンジは、検出の帯域幅を大量にオ
ーバーサンプリングすることによって達成され、オーディオCODEC11のノイズシェーピン
グの態様はこの原理の最適な用途である。
【００２３】
　このオーディオグレードのステレオADCの絶対精度が低いにも関わらず、本実施形態は
、検出器1が2つのアンテナ3，5から受信した信号を処理し、かつ比較することによって埋
設導体の深さを計算するという事実から利益を得る。したがって、CODEC11のサンプリン
グの絶対精度の低さは、処理された2つの信号を比較することによって克服される。このC
ODEC11をレシオメトリックデバイスとして使用することで、検出器1の全体的な性能を損
なわずに大幅なコスト削減が可能になる。
【００２４】
　CODEC11は、最高96kHzで電磁界強度信号9をオーバーサンプリングする。CODEC11の出力
13は、デジタル信号プロセッサ16(DSP)とフィールドプログラム可能ゲートアレイ18(FPGA
)とを具備するデジタル信号処理ブロック15へと送られる。
【００２５】
　DSP16は主として3つのタスクを有している。第1に、検出周波数帯域の選択性を規定す
る役割を担う。第2に、検出器のオーディオおよびビデオ出力を管理する。第3に、検出器
1の他の部品に基本制御機能をもたらす。
【００２６】
　DSPのタスクの動作に関するさらなる詳細は、国際公開第03/071311号、国際公開第03/0
69598号、国際公開第03/069769号、英国特許第2400994号、および英国特許第2400674号と
して公開されているRadiodetection社の出願に記載されている。これらは、引用によって
本明細書に組み込まれている。
【００２７】
　重要な利点は超狭帯域幅処理によって得られ、ノイズは標準的には帯域幅の自乗で拡大
縮小する。検出器1は、幾つかの周波数帯域で同時に処理を行い、基本位置確認タスクの
ようなバリスティック応答機能を深さ計算のような狭帯域機能と共存させることができる
。深さ計算タスクは、44kHzまでのどの周波数でも1Hzの帯域幅で計算し、阻止帯域は約-1
20dBである。
【００２８】
　位相トラッキングは狭帯域タスクが搬送波周波数にロックオンすることを可能にする不
可欠な機能であり、送信機クロックと受信機クロックとの間のポテンシャル誤差は信号帯
域幅を優に超える。能動モードの場合、送信される信号は、100%振幅変調されることがで
き、深さ計算タスクは、(32,768Hzの搬送波の周囲±6Hzに位置する)側波帯からのクロス
トークを伴わずに、搬送波上に正確に自己位置決めする必要がある。
【００２９】
　位相トラッキングアルゴリズムは、Radiodetection社の英国特許出願第0407372.2号に
記載の工程の自然な展開である。不可欠な信号対ノイズ比(SNR)の測定は、搬送波および
側波帯で行われ、トラッキングアルゴリズムを確実にするために行われるチェックは、電
力線転送に起因するいかなる高次の調波でもゆらぐことはない。SNRは、マグニチュード
と全ての結果が双方のアンテナ3，5から相関される二次導関数の位相情報との双方から定
量化される。SNRが10dB未満である場合は、深さ計算タスクは不能になり、ゆえに、ユー
ザーには正確な情報のみが提供される。
【００３０】
　能動信号がパルスモード動作状態にある場合は、能動信号にスペクトル認識の概念が適
用される。この着想は、Radiodetection社の英国特許出願第0407372.2号に記載のアルゴ
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リズムの簡単な応用であり、搬送波およびAM側波帯のスペクトル評価を含む。この評価は
、SNRの離散フーリエ変換(DFT)畳み込みおよび測定である。DFT自体は、トラッキングア
ルゴリズムと共に変動し、搬送波周波数にロックオンする。
【００３１】
　これらの方法の組合せが、検出器1による可能な最良の信号の完全性および深さ精度の
達成を確実にする。
【００３２】
　ユーザーによる検出器1の制御は、感度制御17およびスイッチ19によって提供される。
スイッチ19は、検出器1の動作モードを設定するために使用される。例えば、検出器1は、
ラジオモード、パワーモードまたは能動モードで動作するように設定可能である。能動モ
ードは、検出されるケーブルの近傍で専用の信号発生器が使用される場合に選択され、こ
の信号発生器は導体に交流電流を誘導し、この導体が磁気信号を再放射する。信号発生器
は、検出器1によって識別されるプリセットされた周波数とプリセットされた変調とで動
作する。スイッチ19のさらに別の位置は「回避」モードであり、その動作については後に
説明する。
【００３３】
　感度制御17はアンテナ3，5の勾配感度を変更するために使用される。最初は電流搬送導
体によって生成される弱信号の存在を検出するために高い感度が使用される。一旦導体の
存在が立証されると、感度制御17は検出器1の感度を下げるように変更され、検出器1は隠
されている電流搬送導体の位置をより正確に判定するために使用される。感度の関数とし
て位置確認ウインドウをプロファイルするこの方法は、米国特許第6777923号として公開
されているRadiodetection社の出願に記載されている。上記出願は、引用によって本明細
書に組み込まれている。
【００３４】
　液晶ディスプレイ(LCD)21は、検出器の動作モード、バッテリ状態、導体の深さおよび/
または検出された信号の強度のような情報を表示するためにハウジングの表面に設けられ
ている。当業者には明らかなように、その他のユーザーディスプレイデバイスを使用する
ことも可能である。
【００３５】
　また、検出器1は、ソフトウェアが格納されているフラッシュROM23と、電源ユニット(P
SU)25とを具備している。検出器1の主な要件は携帯可能でなければならないことである。
したがって、検出器1に給電するためにバッテリ26が使用され、この場合は各々が定格電
圧1.5Vを供給する2つの「D」型バッテリが使用される。
【００３６】
　使用時には、検出器1に電源が投入され、ソフトウェアがフラッシュROM23からデジタル
信号処理ブロック15へとロードされる。ユーザーはスイッチ19を調整して動作モードを選
択する。選択は、ラジオモード、パワーモード、能動モードまたは回避モードのうちの1
つとなる。パワーモード、能動モードおよび回避モードでは、深さ閾値アラーム機能が起
動する。回避モードでは、深さ閾値アラーム機能は、パワーモードおよび能動モードの周
波数帯域中の周波数のみで動作する。深さ閾値アラーム機能については後に詳述する。
【００３７】
　検出器1が電流搬送導体の近傍にある場合は、電流が下部および上部アンテナ3，5に誘
導される。各アンテナ3，5に誘導された電流はそれぞれの増幅器7によって増幅される。
増幅器7からの出力9は2つのアンテナ3，5の電磁界強度信号である。これらの信号はCODEC
11に入力され、これが毎秒96キロまでのサンプリング速度でこれらの信号をサンプリング
する。デジタル化された信号13がデジタル信号処理ブロック15に送られる。デジタル信号
処理ブロック15のDSP16は、動作モードに応じて標的の周波数帯域の信号を遮断する。DSP
が電流搬送導体の存在を検出すると、聴覚および/または視覚アラームがスピーカ22およ
び/またはインジケータ21にトリガされる。
【００３８】
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　図2を参照すると、PSU25は、他の方法では検出器1の位置確認感度および選択性を妨害
するはずの自己発生ノイズを低減するように設計されている。妨害のメカニズムは、電力
レール上で生じるか、または磁界として放射されるかのどちらかである。検出器1のスペ
ースの制約は、補助電子部品からアンテナへの不要な信号の不可避な結合が生ずることを
意味している。PSU25の電磁放射を入念に管理することによって、様々な利点が得られる
。例えば、従来技術のデジタル検出器はヘテロダインまたはスーパーヘテロダイン受信機
として動作しており、DSPの動作の帯域幅はベースバンド信号からシフトされる。このシ
フトは補助電子部品と信号検出器との電磁干渉を避けるために必要であるとともに、DSP
の処理能力の相当な部分を使用する。本発明では、検出器1をホモダイン受信機として動
作させることにより、この制約から解かれるので、後述するように余剰の能力が他の機能
のために利用される。
【００３９】
　PSU25は、マイクロプロセッサによって管理されるスイッチモード電源であり、この場
合はDSP16である。PSU25は、12V、+3.3V、および-3.3Vに調整されたレールを提供する。P
SU25の入力電圧はバッテリ26が劣化すると低下する。負荷31は、主としてスピーカ22によ
って引かれる電流が可変であるため動的である。スピーカの出力は電流搬送導体が検出さ
れると大幅に変化する。他の部品によって引かれる電流も変動する。
【００４０】
　PSU25は、DSP16によって制御されるパルス幅変調器(PWM)27からなる。PWM27の出力は、
CODECのサンプリング周波数のちょうど4倍、すなわち最高384kHzで駆動されるシングルエ
ンド一次誘導コントローラ(SEPIC)29に送られる。それによって、公知のように一次調波
がCODEC11およびDSP16の自然のゼロに降下することを確実にする。SEPIC29によって生成
された3つの調整されたレールは、検出器1の動的負荷31、すなわち検出器1の構成要素に
給電する。
【００４１】
　SEPIC29は、PSU25によって生成される電磁放射の全てにおける全自動制御をDSP16が行
うように双方の縁部で制御される。このようにして、DSP16は検出の周波数帯域と重複す
るはずの不要な電力調波を排除することができる。
【００４２】
　PSU25を制御するために比例積分微分(PID)コントローラ33のフィードバックアルゴリズ
ムが使用される。フィードバック帯域幅は、ノイズを回避する必要性によって制約される
ので、より高次のどの電力スイッチ調波も近傍の周波数帯域に干渉しない。調整された電
圧は、フィルタ39によってフィルタリングされ、PIDコントローラ33に送られる。PIDコン
トローラ33の出力は、結合され、参照テーブル35の入力として供給される。バッテリ26の
電圧も入力として参照テーブル35に送られる。制御機能へのさらに別の貢献をもたらすの
が負荷予測器であり、これは典型的にはオーディオ需要の増大である負荷の急激な変化に
応答して、SEPIC29のデューティサイクルをオフセットする。この負荷予測機能は、ある
種の部品、特にスピーカ22が必要とする負荷の知識を有するDSP16によってもたらされる
。PSU25から引き出される負荷は標準的には600から1500mWである。
【００４３】
　参照テーブル35への入力は、バッテリ供給電圧、負荷予測器および最大3つのフィード
バック貢献である。出力は一次スイッチのデューティサイクルである。参照テーブル35の
目的は、調整工程から生ずるPSU25のスペクトル成分が検出器の周波数帯域と重複するこ
とができないことを確実にすることである。その結果、調整の連続的なグレースケールで
はなく急激な変化として、1つのデューティサイクルから別のデューティサイクルへと飛
び越えることがある不連続な機能が生ずる。参照テーブル35の特定の性質は動作モードに
適応される。
【００４４】
　PIDコントローラ33および参照テーブル35を使用することによって、独自のスイッチ調
整器の必要性がなくなり、それにより検出器1のコストが低減される。SEPIC29は、その出
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力がほぼデューティサイクルの一次関数であるスイッチコンバータである。フィードバッ
ク制御則33はおよそ1.5kHzの帯域幅に制約される。DSP16による制御が可能になる前にSEP
IC29を始動するために、ブートストラップ発振器が必要である。
【００４５】
　代替実施形態では、PIDフィードバックミキシングの別の組合せが必要であることがあ
る。例えば、フィードバック則33は、(ヒステリシスを伴う)標準的な比例制御、すなわち
積分および微分フィードバック利得がゼロの制御でもよい。使用される制御アルゴリズム
は動作モードに左右される。
【００４６】
　PSU25の自己発生ノイズを制御することによって、検出器は向上したSNRの利益を受け、
それにより検出器1の感度および選択性が向上する。
【００４７】
　図3Aおよび3Bは、検出器1内に実装される「回避」モードシステムを示す検出器1のより
詳細なブロック図を示す。前述のとおり、3つの専用動作モード、すなわち1つの能動モー
ドと2つの受動モードとが利用可能である。埋設導体向けの領域をチェックするために既
存の検出器を使用する場合は、そのつど検出器を別のモードにしてその領域を3回掃引す
る必要がある。
【００４８】
　本発明の検出器1は、埋設導体を単一の掃引で位置確認し、それによって時間を節減す
るために、専用の能動動作モードと受動動作モードとを回避モードとして知られている単
一のモードに組み合わせる。必要があれば、埋設導体の正確な位置を特定するために後の
段階で1つ以上の専用モードを使用することができる。3つのモードは、一対のアンテナ3
，5および共通の検出インジケータ21とスピーカ22とを共用して同時に動作する。検出感
度30は、通常は最高に設定されるが、より低いレベルに設定することもできる。
【００４９】
　CODEC11は73.242kHzでクロックされる。DSP16が、アンテナ3，5によって生成された電
磁界強度信号を処理し、3つのモード選択ブロック41，43，45の3つの動作モードに対応す
る3つの周波数帯域の各々の信号を同時に遮断する。
【００５０】
　既存の検出器では、DSPは主として処理および電力の制約、ならびにそれらのヘテロダ
インアーキテクチャにより一時に1つのモードしか処理できない。しかし、本実施形態に
よれば、DSP16は、例えば検出器1がホモダイン受信機として動作する能力のようなシステ
ム中の他の部分での効率の結果、能力の制約が解かれるので各信号を同時に処理すること
ができる。
【００５１】
　異なる動作モードに対応するDSP16からの信号出力は、米国特許第6777923号として公開
されているRadiodetection社の出願に記載されているAGCのような自動利得コントローラ4
7(AGC)へと送られる。上記出願は、引用によって本明細書に組み込まれている。各AGC47
の出力は比較器49で検出信号に変換される。検出信号は結合され、スピーカ22からの聴覚
出力および/または例えばLCDのようなインジケータ21での視覚信号を提供するために使用
される。
【００５２】
　検出器1は埋設導体の推定深さを継続的に計算する。埋設導体の深さが例えば30cmのよ
うなプリセットされた閾値未満であると計算されると、聴覚および/または視覚アラーム
がトリガされて、浅い導体のオペレータに警報を発する。このような浅い導体は、その領
域を発掘する際に浅い導体に当たる危険が増大するので特に重要な対象である。
【００５３】
　検出器のユーザーインターフェースを最適化するため、導体の深さを計算する際に、DS
P16は、ユーザーに情報が提供される態様に適応させるために信号を3つの周波数帯域で同
時に処理する。導体の深さは1Hzの帯域幅で計算され、視覚ディスプレイは10Hzの帯域幅
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で処理されるので、ディスプレイのフリッカは許容レベルにあり、かつパルス音が明瞭に
聞こえることを確実にするため、聴覚警報の処理は35Hzで行われる。
【００５４】
　この深さ閾値アラーム機能は、パワー動作モードおよび能動動作モードで起動する。こ
れは回避モードでも起動するが、パワーおよび能動モードで使用される周波数帯域につい
てのみ動作する。埋設ケーブルの深さは以下に示すように2つのアンテナ3，5で受信され
る信号の強度を比較することによって計算される。
【００５５】
　導体からの検出器の水平オフセットwの関数としての下部アンテナ信号Eb(w)および上部
アンテナ信号Et(w)は下記により得られる。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　ただし、kは磁気定数であり、xはアンテナ間の距離であり、aは電流搬送導体の上方の
垂直距離である。電流搬送導体の深さは下記によって得られる。
【００５８】

【数２】

【００５９】
　深さ閾値アラーム機能は下記によって得られる。
【００６０】
【数３】

【００６１】
　ただし、Tdは、それより上の深さでアラームがトリガされる所望の深さに左右される深
さ閾値定数である。
【００６２】
　SA(w)=1である場合は、聴覚および/または視覚アラームがトリガされる。次いで、前述
のように、検出器1の感度を変更することによって埋設導体の位置をピンポイントで正確
に確認することにより、一層正確な深さ測定が達成可能である。
【００６３】
　この方法には深さ閾値アラーム機能を、導体の深さaおよび水平オフセットw、ならびに
検出器1の感度による調整のとおりに位置確認プロファイルに入念に介在させる工程が含
まれる。
【００６４】
　検出器1が電流搬送導体の真上に位置している場合は、アンテナ3，5内に誘導される信
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号間の差は最大である。検出器1が導体から離れて移動すると、差の大きさは最初に縮小
し、次いで再度第2のピークまで増大する。それは検出器が導体に対して垂直のどの方向
に移動する場合もそうである。したがって、検出器1が電流搬送導体の真上にある場合は
アンテナ3，5内に誘導される信号間の差に最大ピークがあり、検出器1が導体から水平に
変移されると、より小さい2つのピークがある。
【００６５】
　検出器1が深さ閾値アラーム機能を評価する際に、検出器1が導体の真上にある場合、お
よび検出器が検出器1のいずれかの側に移動される場合に、深さアラームをトリガさせる
ことが可能であり、後者は導体から水平に変移されるより小さいピークに一致する。熟練
したユーザーは、検出器1を深さ閾値アラームがトリガされる3つの位置の各々に移動させ
ることによって、最大の中心ピークとより小さい2つのピークとを区別することができる
。というのは、中央の場所は導体の上の位置に対応するからである。
【００６６】
　従来、ラジオモードは、検出の帯域幅を標的のVLFスペクトルに心合わせするためにビ
ート周波数発振器(BFO)を使用する。VLF通信が送信される特定周波数は、国ごとに異なっ
ている。従来のアプローチでは地理的な場所に応じてBFOを特定周波数に同調させる必要
がある。
【００６７】
　本実施形態は複数のBFOを介して処理される信号出力を結合することによって「汎用」
ラジオモードを達成する。このアプローチの利点は、検出器1が、多くの国で動作し、局
地的な構成の必要なくこれらの国に提供可能であり、それによって配備のコストと時間が
節減されることにある。結合型BFOのアプローチは性能の損失を伴わずに達成された。
【００６８】
　ラジオモード選択ブロックの入力ソースは、周波数帯域16kHzから39kHzまでのVLF送信
局からのエネルギーである。図4を参照すると、ブロック41は複数のBFO53からの信号55を
共通のアルゴリズムに重複し、それによって基準となる信号対ノイズ比の性能損失なくス
ペクトル全体を包括する。このアルゴリズムは、複数のBFOを有するという概念以外は従
前の全てのアルゴリズムと極めて類似している。BFO53は共通のモード接合部57でまとめ
られ、その出力はCODEC11からの出力である信号59で乗算される。低域通過フィルタ61は
、標準的には10kHzである帯域幅全体を決定し、さらに変調に付きものの三角和の項を拒
絶する。
【００６９】
　2つのBFO53が使用される場合は、それらの周波数は、17536Hzから20992Hz、および2099
2Hzから24448Hzの範囲内で選択される。好ましくは、それらの周波数は18400Hzから20128
Hz、および21856Hzから23584Hzの範囲内で選択される。本実施形態では、2つのBFO53の周
波数がこれらの範囲の中間で、すなわち19264Hzおよび22720Hzで選択される。さらに好ま
しい周波数範囲は約24700Hzであり、改良された局域をカバーするためにさらに別のBFO周
波数を選択してもよい。入念に選択されたこれらの周波数で複数のBFO53を動作すること
によって、検出器は多くの国においてラジオモードで検出可能である。
【００７０】
　ラジオモード選択ブロック41の信号処理の残りの部分は、ラジオモード信号の処理のた
めの従来のアーキテクチャと変わらない。これは整流器63、続いて低域通過フィルタ65、
ダウンサンプリング段67およびさらに別の低域通過フィルタ69を具備している。このカス
ケード接続のダウンサンプリングおよび低域通過フィルタリングは、毎秒およそ73キロの
サンプルから毎秒およそ610のサンプルのサンプリング速度までの帯域幅を低減するため
に存在し、ラジオモードでのバリスティック応答である全体的な応答帯域幅は10Hzに近い
。
【００７１】
　当業者には様々な修正が明らかであり、添付の特許請求の範囲内にこのような修正を全
て含むことが望ましい。
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【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明を実施する埋設電流搬送導体を検出するための検出器の全体的なブロック
図である。
【図２】図1の検出器の電源ユニットのブロック図である。
【図３Ａ】図1の検出器の回避モードシステムのブロック図である。
【図３Ｂ】図1の検出器の回避モードシステムのブロック図である。
【図４】図3Bの回避モードシステムのラジオモード選択ブロックのブロック図である。
【符号の説明】
【００７３】
　1　検出器
　3，5　アンテナ
　7　増幅器
　9　電磁界強度信号
　11　CODEC
　13　CODECの出力
　15　デジタル信号処理ブロック
　16　デジタル信号プロセッサ
　17　感度制御
　18　フィールドプログラム可能ゲートアレイ
　19　スイッチ
　21　液晶ディスプレイ
　22　スピーカ
　23　フラッシュROM
　25　電源ユニット
　26　バッテリ
　27　パルス幅変調器
　29　シングルエンド主誘導コントローラ
　30　検出感度
　31　動的負荷
　33　比例積分微分コントローラ
　35　参照テーブル
　39　フィルタ
　41，43，45　モード選択ブロック
　47　自動利得コントローラ
　49　比較器
　53　ビート周波数発振器
　55　ビート周波数発振器からの信号
　57　共通モード接合部
　59　CODECからの信号
　61　低域通過フィルタ
　63　整流器
　65　低域通過フィルタ
　67　ダウンサンプリング段
　69　低域通過フィルタ
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